
学校法人制度の改善に関する検討状況について

○ 私立大学等の振興に関する検討会議の「議論のまとめ」（平成29年5月）を踏まえ、今後の
学校法人におけるガバナンス機能の強化等について検討を行うため、大学設置・学校法人
審議会学校法人分科会の下に学校法人制度改善検討小委員会を設置。（主査：日髙義博
専修大学理事長）。
○ 平成29年11月に検討を開始し、これまで５回開催。以下の事項について議論を進めてい
る。今後検討を続け、平成30年夏を目途に検討結果を取りまとめる予定。

我が国の教育に大きな役割を担う私立学校が、今後も社会からの支援と信頼を得て重要な

役割を果たし続けるため、学校法人の自律的で意欲的なガバナンスの改善や経営の強化の

取組、情報公開を促すとともに、学生が安心して学べる環境の整備を含め、主に以下の事項

について改善を検討する。

＜各事項の検討の方向性について＞

学校法人の自律的なガバナンスの改善・強化について

学校法人の経営の強化について

学校法人の情報公開の推進について

【４月以降議論】学校法人の破たん処理手続の明確化について

・ 文部科学大臣所轄法人における中長期計画の策定の推進と促進の方策

・私学団体と協力し、自主行動基準である「大学版ガバナンス・コード」の策定の推進

・役員の責任の明確化（善管注意義務、第三者に対する損害賠償責任など）

・監事機能の充実（理事の行為の差止請求など）

・評議員会の機能の充実（中長期計画の策定の際の意見聴取など） 等

・新たな財務指標を設定し、法人の自主的な経営改善を一層推進するとともに、経営改善に向

け指導の強化と、資金ショートの恐れを含む経営困難な場合に経営判断を促す指導の実施

・連携・統合を促進するための私学事業団等の情報提供機能の強化

・学部単位等での円滑な事業譲渡の促進（審査項目の簡略化など） 等

・文部科学大臣所轄法人について、財産目録、貸借対照表、収支計算書、監事の監査報告書

の公表と公表内容の充実

・事業報告書の公表と内容の充実

・寄附行為、役員名簿の公表 等

・民事再生や破産手続における申立ての円滑化

・解散命令が発出された場合における不適切な清算人の就任の排除

・私立大学の経営破たん時の学生のセーフティネットの検討 等
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○ 私立大学等の振興に関する検討会議の「議論のまとめ」を受け、今後の学校法人におけるガバナンス機能の強化等について検討を

行うため、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の下に学校法人制度改善検討小委員会を設置。

１．趣旨

○ ガバナンス体制の強化について

○ 学校法人の経営の強化について

○ 学校法人の破綻処理手続きの明確化について

○ 学校法人の情報公開の推進について

○ 学校法人の自律的なガバナンスの改善に向けた方策について

○ その他

２．検討事項

○ 平成29年11月14日に第１回会議を開催。

○ 平成30年夏を目途に「学校法人制度の改善策について」を大
学設置・学校法人審議会学校法人分科会へ報告予定。

３．検討スケジュール

４．委員構成

「学校法人制度改善検討小委員会」の開催について
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私立大学等の振興に関する検討会議「議論のまとめ」（平成29年5月）

・ １８歳人口は減少し、平成３２年度以降は急減（平成４０年代には１００万人を下回る見通し）

・ 短期大学を含め私立大学は、高等教育の普及、先端的・独創的な研究の進展、社会貢献の促進の面で大きな役割。

・ 全大学数の約８割は私学が占め、学部教育を中心に我が国の高等教育の発展に大きく寄与し、社会の発展と安定

に不可欠な極めて厚い中間層の形成に貢献。また、地方所在の私立大学は地域の知的基盤としての役割。

・ユニバーサル化による大学数の増加 ・地方の中小規模大学は定員割れ、財政状況悪化環境の
変化

私学の特色である多様性を維持しながら、社会や地域のニーズに適切に応える存在へ

一方で、私立大学をめぐる環境は高等教育のユニバーサル化、少子化の中で大きく変化。

教育の質を高め、社会から求められるニーズに的確に対応するとともに、高等教育へのアクセス機会の均等を果

たしていくためには、大学間や自治体・産業との連携・協力を強化するとともに、社会から信頼され支援を受けるに

ふさわしいガバナンスの強化に取り組み、より強固な経営基盤に支えられた大学づくりを進めていくことが必要。

私立大学に求められる教育研究

・ ユニバーサル化に対応した高等教育にふさわしい教育の質の確保のための取組の強化

・社会的な要請に的確に対応した教育の提供

・理事会機能の実質化・実効性の確保 ・評議員会機能の実質化及びチェック機能の充実

・監事の牽制機能の実効性確保 ・分かりやすく開かれた情報公開の推進

・大学版「ガバナンス・コード」のような自主的ガイドラインの策定と取組の推進

・グローバル化や社会人の学び直しの推進 ・自治体や産業界との連携と支援の獲得

② 私学の多様性・機動性を活かした取組の伸長

① 高等教育にふさわしい質の確保

・大学改革のロードマップである
中長期計画の策定の促進

・経営の幅広い連携・統合や国公私
の設置者の枠を超えた連携・協力
の在り方の検討

・事業譲渡的な円滑な承継方法の
検討

・経営困難な学校法人に対し早期の
経営判断が行われるよう支援

等

経営力強化と支援

・ 私学のダイナミズムを活かした特色ある取組

・産業構造や経済社会の急速な変化に対応した教育研究の推進・高度化

ガバナンスの強化

18歳人口の急減期を控え、強みを

生かし弱みを補う連携・協力の強化

学校法人の公共性・公益性をさらに高め、社会からの信頼とさらなる支援につなげる

・産業構造や経済社会の急速な高度化・変化（ＡＩ，ＩｏＴ等新技術の急速な発展、ボーダレス化等）

財政基盤の在り方の工夫・見直し、
必要な制度改正・規制の緩和
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